
史料紹介 「フランス王国のマレショーセの規律、
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Abstract

This is the text of the Royal ordinance on discipline, subordination and service of Maré-
chaussées, promulgated on 19th April 1760. We show the French text and Japanese one
side by side. The maréchaussée, a mounted police, served both as a royal army, keeping or-
der particulary in the countryside and on highways, and as a royal court (prévôt’s court). In
March 1720, the royal government tried to reform the maréchaussée. The second reform
began in 1760. The Ordinance enhanced the royal ordinance of 16th March 1720 and stipu-
lated concretely the functions of the mounted police fort the first time as a law concerning
the maréchaussée. It means that the functions of the maréchaussée were extensively in-
formed in the Kingdom and that the maréchaussée was better situated in the governmental
institution under the French Absolute Monarchy.
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はしがき

以下に訳出するのは、1760年4月19日に発布された「フランス王国のマレショーセの規

律、指揮命令系統および職務に関する王令（Ordonnance du Roi, sur la discipline, subordina-

tion & service des Maréchaussées du Royaume）」の全文である。テキストは全17頁の印

刷史料で、パリの東に隣接するヴァンセンヌの国防省歴史課古文書館（Service historique

de la Défense）に所蔵されているものである（1）。

われわれはすでにマレショーセについていくつか論考を公表し、後述する1720年のマレ

ショーセ改革関連の法令類を翻訳・紹介しているが、当該王令のテキストとその対訳を示

すに当たって、マレショーセについて改めて若干説明し、当該王令の内容について大まか
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な説明をしておこう。

18世紀フランスの治安維持を主として担ったのは、1667年に初めてパリに創設され、1699

年に全国の主要都市に設置された治安総代理官（lieutenant général de police）（2）と、1720

年に全面的に改組され、王国全体に稠密に展開する騎馬警察隊、マレショーセ（maré-

chaussée）である。

基本的に都市部の治安維持を担当した治安総代理官に対して、マレショーセは、フラン

ス元帥（maréchal de France）の代官たるプレヴォ・デ・マレショ（prévôt des maré-

chaux）を中隊（compagnie）の長とし、主として田園地帯、国王道路（grand chemin）（≒

幹線道路、街道）上の治安維持を担う騎馬警察隊であり、国王軍の一部隊である。同時に

マレショーセは、プレヴォ専決事件（cas prévôtaux）――浮浪、物乞い、国王道路上で

の窃盗、騒擾など―― を最終審として裁く国王の特別裁判所（プレヴォ裁判所）でもあっ

た。

前述のように、1720年、マレショーセは全面的に改組される。王権は従来のマレショー

セ中隊のほぼすべてを解体し、組織を新たに作り直すという大改革を断行するのである（3）。

1720年3月および4月にいくつかの王令類が発布され、新生マレショーセの骨格は示され

た（4）。その後、マレショーセに関しては、1731年2月5日にマレショーセの裁判管轄を最

終的に決定する国王宣言（déclaration du Roi）（5）が発布されたのみで、関連する大きな法

令は出されないままであった。

1760年4月19日の王令は、マレショーセに関わる18世紀後半に入って最初の重要かつ包

括的な法令である。タイトルにあるように、その第1のポイントは、マレショーセの規律、

指揮命令系統および職務に関して、マレショーセ改革時の1720年3月16日に発布された「マ
オルドナンス

レショーセの指揮命令系統および規律に関する王令」（全17条）を、特に騎馬警察隊に関

わる領域でさらに充実させた点である。第2の、そしてより重要と思われるのが、マレ

ショーセに関する法令類としては初めて、騎馬警察隊の職務内容を具体的に規定した点で

ある。前文でマレショーセの職務とその創設の目的を明示した上で、騎馬警察としてのマ

レショーセの職務を、通常の職務（第3編）、特別の職務（第4編）、および諸儀礼におけ

る職務（第2編）という形で3つの編に分けて具体的に示している。このことはすなわち、

マレショーセの職務が王国内に広く周知されたこと、そしてマレショーセという組織が王

権の統治構造の中でより具体的に、より確実に位置づけられたことを意味する。

前文に続く本文は、第1編「指揮命令系統および規律について」（全28条）、第2編「マ
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レショーセに課せられる表敬の義務」（全8条）、第3編「マレショーセの通常の任務」（全

14条）、第4編「マレショーセの特別任務について」（全8条）から構成されている。その

内容はおおよそ以下の通りである。

前文

第1編 指揮命令系統および規律について

第1条 マレショーセに対するフランス元帥の指揮権

第2条 プレヴォの指揮権、プレヴォに対する服従

第3条 プレヴォおよび副官の採用手続

第4条 隊員の採用手続

第5条 プレヴォに対する、隊員からの任命手数料徴収の禁止

第6条 上級班長の人選

第7条 班長・班長補佐の人選

第8条 憲兵の採用条件

第9条 隊員の騎乗馬

第10条 プレヴォによる閲兵

第11条 副官による閲兵

第12条 上級班長の禁足処分に関する報告義務

第13条 閲兵記録への参加者のみの記載

第14条 閲兵記録への不参加理由の記載

第15条 閲兵記録への死亡者の記載

第16条 閲兵に関するプレヴォと地方長官の日程調整

第17条 プレヴォによる閲兵記録の送付

第18条 プレヴォに対する、閲兵記録への不実記載の禁止

第19条 班の指揮官による、憲兵の武器・装備・騎乗馬の検査

第20条 班の指揮官による憲兵の検査

第21条 未許可の勤務地離脱の禁止

第22条 隊員に対して勤務地離脱が認められる期間

第23条 複数の班の特別派遣
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第24条 班の指揮官による勤務日誌の記載

第25条 副官による、警邏・特別出張日誌の提出

第26条 プレヴォによる、管轄区内の班の活動報告

第27条 将校・隊員の廃兵院への入所資格

第28条 病気の隊員の治療

第2編 マレショーセに課せられる表敬の義務

第1条 国王、王家等に対してマレショーセが表すべき敬意

第2条 プレヴォによる、都市に入る国王らの出迎え

第3条 プレヴォによる、都市に入る地方総督および地方総督代理の出迎え

第4条 公的儀式への分遣隊の派遣

第5条 国王、王族等の管区内通過時および滞在時のプレヴォの対応

第6条 管区内を通過する血統親王・血統内親王の護衛

第7条 管区内を通過する元帥の護衛の受け渡し

第8条 マレショーセが敬意を表す対象の限定

第3編 マレショーセの通常の職務

第1条 隊員による日常の警邏

第2条 日常の警邏の頻度と場所

第3条 現地の司法官、司祭、主要な住民による隊員の警邏の証明

第4条 隊員による定期市・市の警邏

第5条 班の指揮官自身による祭の警邏

第6条 疑わしき人物の逮捕

第7条 逮捕者の投獄、逮捕調書の作成、住民による逮捕調書への署名

第8条 隊員による逮捕者の収監記録への特記事項

第9条 班の指揮官による逮捕事由に関する調査、調書の作成

第10条 班の指揮官による駐在都市の警邏、外国人宿泊客の監視

第11条 外部からの命令に基づく出動

第12条 行軍の監視、隊からの離脱者の監視

第13条 脱走兵の逮捕・投獄
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第14条 脱走兵逮捕の報告の流れ

第4編 マレショーセの特別の職務について

第1条 プレヴォによる、国王の命令の執行義務

第2条 国王命令の執行における、隊員のプレヴォへの服従義務

第3条 マレショーセ本来の職務に関係ない業務へのマレショーセの動員の禁止

第4条 国王御用金輸送の護衛

第5条 隊員による被疑者の収監記録への記載と令状送達の制限

第6条 隊員への暴行に対する措置

第7条 マレショーセの職務に関する先行する諸王令および本王令の遵守

第8条 当該王令の厳密な遵守と実施

この後、マレショーセの組織と活動は当該王令を基礎として1768～1769年、1778年の改

革を経てよりいっそう整備かつ明確化されるが（6）、1720年に作られた骨格自体は、大革命

に至るまで基本的に変わることはなかった。

以下、訳文と原文を併置して、1760年4月19日の王令を全訳する。なお、原文の綴りお

よび綴り字記号についてはオリジナルを尊重している。

注
⑴ Service historique de la Défense, XF 1.
⑵ 治安総代理官（警視総監の訳もある）については、Aubouin (Michel), Teyssier (Arnaud) et Tulard
(Jean), Histoire et dictionnaire de la police du moyen âge à nos jours, Paris, 2005, pp. 163-169. 千葉治
男「ジャック・プーシェの業績 ――忘れられた碩学の遺産（3）」（『ヨーロッパ文化研究』、成城
大学、第17集、1998年、5～84頁）（後に千葉治男『知識人とフランス革命 ――忘れられた碩学ジャッ
ク・プーシェの場合』刀水書房、2003年に再録）。高澤紀恵「近隣関係・都市・王権 ――16～18世
紀パリ」（『岩波講座世界歴史16 主権国家と啓蒙 16～18世紀』岩波書店、1999年、171～193頁）、
第2章。同「パリのポリス改革 ――1666～1667」（『思想』、第959号、2004年、62～87頁）（いずれ
も後に高澤紀恵『近世パリに生きる ――ソシアビリテと秩序』岩波書店、2008年に再録）等を参
照。

⑶ マレショーセおよび1720年のマレショーセ改革については、拙稿「1720年のマレショーセ改革 ――
フランス絶対王政の統治構造との関連から」（『史学雑誌』第110編第2号、2001年、1～36頁）参
照。

⑷ 「史料紹介 『全王国におけるマレショーセのすべての将校・プレヴォ裁判役人、隊員の官職の廃止、
及び新しいマレショーセの中隊創設を定める王令』（1720年3月）」（『西洋史学論集』第45号、2007
年12月、95～111頁）、同「史料紹介 『マレショーセの指揮命令系統及び規律に関する王令』（1720
年3月16日）」（『総合環境研究』第10巻第2号、2008年、67～78頁）、同「史料紹介 1720年のマレ
ショーセ改革に関連する2つの国王宣言：『マレショーセの新しい中隊に関する規則を記した』国
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王宣言（1720年3月28日）、『新マレショーセに関する』国王宣言（1720年4月9日）」（『総合環境
研究』第11巻第2号、2009年、59～80頁）。

⑸ Déclaration du Roi, « Sur les cas Prevôtaux ou Présidiaux » du 5 février 1731, Service historique de la
Défense, XF 1.

⑹ Larrieu (Louis), Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie des origines à la Quatrième Répub-
lique, Ivry / Maison-Alfort, 2002, pp. 144-148.

【付記】本稿は、平成28～30（2016～18）年度科学研究費補助金「絶対王政期フランスの官僚制再考：
マレショーセに見る売官制廃止の挑戦」（基盤研究C、研究代表者：正本忍）の研究成果の一部であ
る。
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注
エ デ ィ オルドナンス

⑴ ここでの王令（édit）、王令（ordonnance）はいずれも単数形になっており、前者は1720年3月の
エ デ ィ

新マレショーセ創設の王令、後者は1720年3月16日のマレショーセの指揮命令系統および規律に関
オルドナンス

する王令を指すと考えられる。それぞれの条文については上記「はしがき」注⑷で示した拙稿を参
照。

⑵ マレショーセはもともと大元帥（connétable）とフランス元帥の指揮下にあったが、彼らのマレ
ショーセに対する指揮権は（大元帥職は1627年に廃止）、1720年の新マレショーセ創設王令から大
革命時にマレショーセが解体されるまで、一貫して維持された。ただし、マレショーセの運営・管
理上の最高責任者は、少なくとも1720年の新マレショーセ以降は、フランス元帥ではなく、陸軍卿
（secrétaire d’État à la guerre）である。ゴメス・パルドによれば、イル＝ドゥ＝フランスの中隊
――宮内卿の管轄下にある―― を除く王国のマレショーセの諸中隊が陸軍卿の統制下に置かれる
ようになるのは、ルイ14世の親政期だという。Gomez Pardo (Julian), La Maréchaussée et le crime en
Île-de-France sous Louis XIV et Louis XV , Paris, 2012, p. 18.

オルドナンス オルドナンス

⑶ 1720年5月16日の王令とされているが、1720年3月16日の王令の誤り。“mars”を“mai”に誤植
したと考えられる。プレヴォの指揮権、上官への服従義務を規定したのは、1720年3月（mars）

オルドナンス

16日の王令である（前掲拙稿「『マレショーセの指揮命令系統及び規律に関する王令』（1720年3月
オルドナンス

16日）」、70頁）。管見の限り、マレショーセに関わる1720年5月16日の王令は存在しない。また、
マレショーセに関連する諸法令を巻末に年代順にリストアップにしたラリゥの研究（Larrieu (Louis),
Histoire de la gendarmerie depuis les origines de la maréchaussée jusqu’à nos jours, Paris, t. II, 1933,

オルドナンス

pp. 249-258）を含め、先行諸研究でも、1720年5月16日の王令なるものは言及されない。
⑷ 同時代のマレショーセ関連文書では通常、“officiers”は、騎馬警察隊員（cavalier）と区別して、
将校（プレヴォ、副官）とプレヴォ裁判役人（陪席裁判官、国王検事、書記官）を指す。しかし、
当該王令では必ずしもそのように解釈できない箇所が少なからず見られる。第1編第17条では“Of-
ficiers & Cavaliers”を通常通りに解釈できるが、第1編第2条や第10条では、“Officiers”は裁判
役人を含まず、将校のみを指すと考えられる。第2編第8条の“tous Officiers de Maréchaussée”
も同様である。また、第1編第11条のように、文脈上、“Officiers”が班の指揮官（上級班長、班
長、班長補佐）を、“Cavaliers”が憲兵を、それぞれ指すとしか考えられない場合がある。本稿で
は、文脈に応じて訳し分ける。

⑸ プレヴォあるいは上官への不服従に関しては、階級、不服従の内容に応じて、停職、免職、減給、
体刑などの処罰が規定されている。前掲拙稿「『マレショーセの指揮命令系統及び規律に関する王
令』（1720年3月16日）」、70頁。

⑹ 武官としてマレショーセを指揮下に置くのはフランス元帥だが、文官としてマレショーセを運営・
管理するのは陸軍卿である。ただし、1760年代になると、時にフランス元帥が陸軍卿の職に就くよ
うになる。Bély (Lucien) (sous la direction de), Dictionnaire de l’Ancien Régime, Paris, 1996, p. 1135.

⑺ 官職を購入した叙任者（pourvu）はまだ官職保有者ではない。受け入れ手続（réception）を終え
て、初めて「官職保有者の身分と資格（l’ordre et le caractère d’officier）」を得るのである。Mousnier
(Roland), La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII , 2e édition revue et augmenté, Paris, 1971,
pp. 111-112. なお、コネタブリ＝マレショーセとは、軍人および戦争に関わる事柄すべてに関して
刑事と民事で裁く大元帥とフランス元帥の裁判所であって、パリ・シテ島のパレ（Palais）にある
大理石法廷（Table de marbre）を構成する裁判所の一つである。Orgeval (Gabriel, Le Barrois d’),
Le Tribunal de la Connétablie de France du XIV e siècle à 1790, Paris, 1917 pp. 1-2.

⑻ これは、プレヴォによる隊員職の私物化、隊員の私兵化を阻止するためである。
⑼ 同王令第2条では10年間の投獄が規定されている。
⑽ このように具体的な憲兵の採用条件が規定されたのは、1720年のマレショーセ改革以降で実はこれ
が初めてのことである。約173cm以上の身長という条件は、当時とすれば、かなりの厳しかった
と考えられる。拙稿「18世紀前半期オート＝ノルマンディー地方のマレショーセ隊員 ――年齢、
身長、軍隊経験」（『西洋史学論集』第47号、2009年）、1、6～9頁。

オルドナンス

⑾ 竜騎兵の騎乗馬の体高は、1691年11月24日の王令で、4ピエ（約129．6cm）から4ピエ2プス（約
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135．0cm）の間と規定されていた。De Briquet, Code militaire ou Compilation des ordonnances des
Roys de France concernant les gens de guerre, Paris, 1728, t. II, p. 171. cf. Isambert, t. XX, p. 141, No
1420.

⑿ 当該王令第6条は、プレヴォが副官および隊員を1年間に3
�
回
�
巡視し閲兵することを命じ、第7条

は、プレヴォによる閲兵が原則として地方長官立ち会いの下で、地方長官不在の際には地方長官補
佐立ち会いの下で行われることを定めている。

⒀ “double”とは通常、正本の写しのことだが、ここでは残りの2通がいずれも「もう1通（un autre）」
と記されており、どれがオリジナルでどれがその写しなのか判然としない。オリジナルを2通作成
し、当事者双方の手許に1通ずつ残るようにしたものを“acte bouble”という。ここでも同様に
プレヴォが3通の報告書を作成して、陸軍卿、フランス元帥（元帥は複数名いるので、特定の元帥
に対してではなく、コネタブリの書記局に対してと考えるのが妥当）に送付したと解釈できる。続
く第11条の“double”も同様に解釈した。

⒁ 当該王令第9条は、副官は毎
�
月
�
、隊員を閲兵すると規定している。

⒂ これは記録上は存在するが実際には存在しない偽兵士（passe-volant）対策であると同時に、閲兵
への参加が俸給支給の条件になっていることによる。

オルドナンス オルドナンス

⒃ 死亡した将校・隊員の閲兵記録への記載は1768年2月25日の王令第11条、1769年12月27日の王令第
12条でも改めて規定されていて、この箇所はどちらでも「班の指揮官と憲兵（Officiers & Cava-
liers）」となっている。

⒄ 管見の限り、“la Cour”という表現は、18世紀前半までのマレショーセ関係の法令類には見られず、
この“la Cour”は宮廷・王権、あるいはコネタブリを指すと考えられる。プレヴォが帰休許可な
く任地を離れることを禁止する規定は、1769年12月29日の王令第13条、1778年4月28日の王令第2
編第10条でも追認されていて、前者ではここと同じように“la Cour”の帰休許可となっているが、
後者では「国王陛下の帰休許可」となっている。Ordonnance du Roi, “Concernant les Maréchaussées”
du 27 décembre 1769, S.H.D., XF 1 ; Ordonnance du Roi, “Concernant les Maréchaussées” du 28 Avril
1778, Archives municipales de Lille, AG102. したがって、ここでは王権による帰休許可と訳した。

⒅ 副官は俸給（appointement）の3ヶ月分が剥奪され、上級班長は免職され、班長、班長補佐、憲
兵は脱走兵として処罰される、と規定されている。

⒆ “capitaine en pied”とは自分の中隊を持つ現職の中隊長のことであり、ここでは「現職の中隊長」
と訳した。もはや現職ではないものの依然として俸給を支給されている「有給の（appointé）」中
隊長、あるいは「兵役を解除された（réformé）」中隊長に対する語である。

⒇ 廃兵院への入所を許可された元将兵は、3つのグループに分けられる。マレショーセのプレヴォ、
副官、および10年以上勤務した上級班長は最上級の第1階層に属する。班長、班長補佐、憲兵は、
他の部隊の兵士、騎兵、竜騎兵と同様、第3階層に割り振られている。Expilly (Louis Alexandre, abbé),
Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France, t. III, Amsterdam, 1764,
pp. 264-265.

21 ここでは“entrée”を入市式とは訳さなかった。入市式は国王儀礼の1つであるが、18世紀後半に
おいてはすでに伝統的な入市式が行われなくなっていたからである。Giesey (Ralph E.), Cérémonial
et puissance souveraine. France, XV e-XVII e siècles, traduit en français par Jeannie Carlier, Paris,
1987, p. 76. 小山啓子『フランス・ルネサンス王政と都市社会』九州大学出版会、2006年、138～139
頁、二宮宏之『フランス アンシアン・レジーム論 ――社会的結合・権力秩序・叛乱』岩波書店、
2007年、296～297頁。

以下、次号。
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